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１ つくば市障害者日中一時預かりサービスについて        

（１）日中一時預かりサービスとは？ 

施設等において一時的に障害のある方を預かり、介護を行うサービス（宿泊を伴わないもの）です。 

障害者等を介護する家族に対し、日中一時預かりサービスの利用に要する費用の全部又は一部について助成金

を支給することにより、当該家族の介護に係る身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的として

います。 

なお、日中一時預かりサービスの提供基準は事業者によって異なるため、必ずしもＡ事業者とＢ事業者が同じ

内容でサービスを提供しているとは限りません（例：サービス提供時間等）。提供基準の詳細は事前に事業者にご

確認ください。 

 

（２）受給の対象となる人は？ 

次のいずれかに該当する方を居宅において介護している方が受給対象者となります。 

※受給対象者は、障害者ご本人ではなく、障害者を介護している方です。 

 介護対象の方が 18 歳以上の場合  

・障害福祉サービスの「短期入所（ショートステイ）」の支給決定を受けている障害者 

 介護対象の方が 18 歳未満の場合  

・障害福祉サービスの「短期入所（ショートステイ）」の支給決定を受けている障害児 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている障害児 

・医師の診断書により心身に障害があると認められる障害児 

【注意】 障害のある方が次のいずれかに該当する場合、受給対象となりません。 

・障害福祉サービスで施設入所支援または共同生活援助の支給決定を受けている場合 

・介護保険制度の対象者 

 

（３）障害福祉サービスに日中一時預かりサービスは含まれている？ 

同じ「障害者総合支援法」に基づいた事業ではありますが、日中一時預かりサービスは地域生活支援事業に位

置づけられ、障害福祉サービスには含まれません。各サービスを利用し助成を受けるには、別々の受給者証が必

要です。受給者証の申請方法や利用料金の自己負担分も異なります。 

 障害福祉サービス受給者証の負担上限月額は適用にならないため、利用した分だけ自己負担がかかります。 

 

 日中一時預かりサービスの有効期限は原則年度末のため、障害福祉サービス受給者証の有効期限と異なる場合

があります。 
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２ 利用の流れ             

 
（１）利用申請 

障害福祉課窓口で次の書類をご提出ください。（郵送提出可） 

①申請書  ②同意書  ③障害の程度を証する書類（※下記参照） 

④課税証明書（転入直後など、つくば市で課税状況を確認することができない方のみ） 

⑤各種障害者手帳または障害福祉サービス受給者証（申請者を扶養している者に障害がある場合、扶養者の

障害者手帳や受給者証を用意してください） 

⑥個人番号確認書類（個人番号カード、通知カードなど） ⑦本人確認書類（障害者手帳、運転免許証など） 

 ※18 歳以上の方  

③にあたる提出書類は必要ありません。（障害福祉サービスの障害支援区分の認定と短期入所の支給決

定を受けているかどうかを障害福祉課で確認します） 

 ※18 歳未満の方  

次のうち、あてはまるものをご用意ください。 

（ⅰ）身体障害者手帳 （ⅱ）療育手帳 （ⅲ）精神障害者保健福祉手帳 

（ⅳ）心身に障害があることが記載された医師の診断書 

※診断日より３年以内（診断内容によっては１年以内のもの）。写し可 

（ⅴ）障害福祉サービスで短期入所の支給決定を受けていること 

→③にあたる提出書類は必要ありません。 

 

（２）支給決定、受給者証交付 

申請内容を審査の上、支給決定した場合は受給者証を交付します。 

 

（３）利用登録または契約 

①受給者証がお手元に届きましたら、受給者証の内容（氏名・住所・区分・支給割合等）を確認してください。 

②つくば市が協定を締結している事業者から利用先を選択し（複数可）、事業者から重要事項の説明を受けた

後、利用に関する契約等を結んでください。利用の日程については、事業者とご相談の上、ご利用ください。

利用先を障害福祉課へご報告いただく必要はありません。 

 

　（１）利用申請 （７）助成金の支払い

（２）利用承諾、 　（６）助成金の

　受給者証交付 　　　支払い請求

市

（３）利用登録または契約

（４）サービスの利用、自己負担分の支払い

（５）サービス提供、自己負担分の請求

利用者
（受給者）

事業所
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 市が協定を締結している事業者  

別紙「つくば市障害者日中一時預かりサービス利用費助成金支給事業協定事業者一覧」をご参照ください。

つくば市のホームページでも一覧を公開しています。 

 

（４）サービスの利用、自己負担の支払い 

受給者はサービスを利用する度に、受給者証を事業者に提示してください。 

また同時に、事業者から提示される実績報告書の内容を確認の上、確認印を押印願います。 

市は受給者に対して、受給者証に示される支給割合・支給時間の範囲内で利用費の助成を行います。 

助成の対象外となる自己負担分は、事業者の指示に従ってお支払いください。 

※事業者の設定する単価が助成金基準単価を上回る場合は、市は助成金基準単価以上の額について助成するこ

とはできませんので、ご留意ください。 

 

（５）サービス提供、自己負担の請求 

事業者はサービスを提供する度に受給者証を確認し、実績報告書に必要事項を記入の上、受給者から確認印を

受けてください。また同時に、受給者の利用記録表にも記入押印願います。 

市は受給者に対して、受給者証に示される支給割合・支給時間の範囲内で利用費の助成を行います。 

助成の対象外となる自己負担分の請求方法については、事業者に一任します。（利用の都度又は月末締め等） 

 

（６）助成金の支払い請求 

市は受給者に対して、受給者証に示される支給割合・支給時間の範囲内で利用費の助成を行いますが、受給者

への直接助成ではなく、事業者の代理受領により助成するものとします。 

なお、事業者は支払請求書に実績報告書を添付し助成金の請求を月末締めで行います。 

 

（７）助成金の支払い 

市は実績報告書と支払請求書の内容を審査し、助成金の支払いを行います。 
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３ 基準単価・上限時間について           

（１）基準単価 

●障害者（18歳以上）      ●障害児（18歳未満） 

利用区分 基準単価 

障害支援区分１ １時間  600 円 

障害支援区分２ １時間  600 円 

障害支援区分３ １時間  700 円 

障害支援区分４ １時間  750 円 

障害支援区分５ １時間  900 円 

障害支援区分６ １時間 1,000 円 

 
（２）助成上限時間 

通常月 ７月 ８月 

60 時間 70 時間 80 時間 

※１日の利用時間に１時間に満たない端数がある場合 → 30 分未満：切り捨て、30 分以上：１時間として数える 

※１日に２回以上利用した場合 → １日の利用時間を足して数える 

 

★助成上限時間超過分は、助成金の支給対象外となります。「日中一時預かりサービス利用記録表」を利用して、ご自

身で月の助成上限時間を管理してください。 

 
（３）助成金の支給割合 

・生活保護法による扶助を受けている世帯 

・非課税世帯 

基準単価の範囲内で 100％助成します 

課税世帯 基準単価の範囲内で 90％助成します 

 
（４）利用例 

●月の利用時間数：40時間 ●区分：障害児 ●支給割合：90%（自己負担の割合は 10%） 

→この場合の自己負担額は･･･ 

区分：障害児 

750 円 
× 

利用時間数 

40 時間 
＝ 

算定額 

30,000 円 

 

算定額 

30,000 円 
× 

自己負担の割合 

10% 
＝ 

自己負担額 

3,000 円 

 
（５）留意事項 

①食事代や紙おむつ等の特定費用は、当該事業の助成対象外です。 

 特定費用の取扱いについては、ご利用になる事業者にご確認ください。 

②事業者が設定する基準単価が、市の基準単価を上回っている場合、超過分はすべて自己負担となります。 

利用区分 基準単価 

障害児 １時間  750 円 

重度心身障害児※ １時間 3,000 円 
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４ 受給者証サンプル            

（１）受給者証 

様式第２号（第７条関係） 00000 

つくば市障害者日中一時預かりサービス受給者証 

交付年月日       年   月   日 

介
護
を
受
け
て
い
る
者 

住所 つくば市 

フリガナ  

氏名  

生年月日 年    月    日 

受給者氏名  

適用年月日 年    月    日 

有効期限 年    月    日 

区分  

利用上限時間 
60 時間 ／ 月 

（７月は、70 時間／月 ８月は 80 時間／月） 

支給割合 ●● ／ 100 

発行者 つくば市長              印 

 

（２）利用記録表 

サービス利用記録表 （   ４   ）月分 

日付 事業者名 利用時間・回数 残り時間・回数 従事者名 

4/1 ○○サービス事業所 3 57 
筑波 
花子 

4/2 ○○サービス事業所 2 55 
筑波 
花子 

4/6 ○○学園 8 47 印 

4/8 ○○センター 3 44 印 

4/9 ○○サービス事業所 5 39 
筑波 
花子 

     

     

     

     

     

     

 

 各項目の説明 

① 
受給者証の交付番号です。 

※原則として障害福祉サービス受給者証と同じ番号になります。 

② 障害のある方ご本人 

③ 
当該制度は、②に記載されている方を在宅で介護している方の介

護の負担軽減を目的としているため、受給者は介護者となります。 

④ 適用日以降に利用したサービスに対して助成金を支給します。 

⑤ 

助成金支給の有効期限（原則、年度末） 

ただし、②に記載されている方が年度途中で 18 歳となるとき、ま

たは、障害支援区分の再認定を受けるときは、当該月の末日まで

となります。 

⑥ 基準単価の区分（１時間あたりのサービス利用料） 

⑦ 

市が助成可能な上限時間を表しています。なお、上限時間を超えて

サービスを利用する場合は、超えた時間については全額利用者負

担となります。 

⑧ 
助成金の支給割合 

課税区分：90/100 非課税区分：100/100 


